
公益法人
の区分

国所管、
都道府県
所管の区
分

応札・応
募者数

誘導部データ取得役務（１２式地
対艦誘導弾能力向上型用）
１件

支出負担行為担当官
防衛装備庁長官官房
会計官付経理室長
木暮　聡
東京都新宿区市谷本
村町５－１

R6.5.8
三菱重工業株式会社
東京都千代田区丸の
内３－２－３

8010401050387

１２式地対艦誘導弾能力向上型の試験用誘導部及
び誘導部試験についての専門的知識及び技術が必
要不可欠であり、上記を資格要件として公募を実
施した結果、応募者が該者１者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項）

同種の他の契
約の予定価格
が類推される
おそれがある
ため公表しな
い。

295,680,000 -

衛星搭載型２波長赤外線センサの
研究に係る高高度赤外線データ取
得作業
１件

支出負担行為担当官
防衛装備庁長官官房
会計官付経理室長
木暮　聡
東京都新宿区市谷本
村町５－１

R6.5.10
三菱電機株式会社
東京都千代田区丸の
内２－７－３

4010001008772

センサデータ解析システムに関する知識及び技術
が必要不可欠であり、上記を資格要件として公募
を実施した結果、応募者が該者１者のみであるた
め。
（会計法第２９条の３第４項）

同種の他の契
約の予定価格
が類推される
おそれがある
ため公表しな
い。

186,874,600 -

次世代機雷探知技術の性能確認試
験に係る準備・撤収作業役務
1件

支出負担行為担当官
防衛装備庁長官官房
会計官付経理室長
木暮　聡
東京都新宿区市谷本
村町５－１

R6.5.10
三菱重工業株式会社
東京都千代田区丸の
内３－２－３

8010401050387

自律型水中航走式機雷探知機ＯＺＺ－５及び次世
代機雷探知技術の研究試作（その１）並びに次世
代機雷探知技術の研究試作（その２）の構成、構
造、機能・性能に関する知識及び技術が必要不可
欠であり、上記を資格要件として公募を実施した
結果、応募者が該者１者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項）

同種の他の契
約の予定価格
が類推される
おそれがある
ため公表しな
い。

900,900,000 -

ＬＭ２５００＋Ｇ４発電装置の小
型化に関する技術資料の作成
１件

支出負担行為担当官
防衛装備庁長官官房
会計官付経理室長
木暮　聡
東京都新宿区市谷本
村町５－１

R6.5.13
株式会社ＩＨＩ
東京都江東区豊洲３
－１－１

4010601031604

ＧＥ社製ＬＭシリーズガスタービンの設計及び製
造の技術を有し、艦船用ガスタービン発電機の設
計及び製造の技術が必要不可欠であり、上記を資
格要件として公募を実施した結果、応募者が該者
１者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項）

同種の他の契
約の予定価格
が類推される
おそれがある
ため公表しな
い。

24,200,000 -

目標モデル作成関連作業（その
２）
１件

支出負担行為担当官
防衛装備庁長官官房
会計官付経理室長
木暮　聡
東京都新宿区市谷本
村町５－１

R6.5.14
三菱電機株式会社
東京都千代田区丸の
内２－７－３

4010001008772

衛星搭載型２波長赤外線センサ関連器材の機能性
能に関する知識及び技術が必要不可欠であり、上
記を資格要件として公募を実施した結果、応募者
が該者１者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項）

同種の他の契
約の予定価格
が類推される
おそれがある
ため公表しな
い。

358,428,400 -

電気駆動型高出力レーザシステム
の性能確認試験のための準備等作
業（その２）
１件

支出負担行為担当官
防衛装備庁長官官房
会計官付経理室長
木暮　聡
東京都新宿区市谷本
村町５－１

R6.5.16
川崎重工業株式会社
兵庫県神戸市中央区
東川崎町３－１－１

1140001005719

電気駆動型高出力レーザシステムの研究試作契約
での成果を継承し、研究試作品の構造、機能及び
性能に関する知識及び技術を有することが必要不
可欠であり、本契約への新規参入者を募る公示を
常続的に行っているところ、当該公示への応募者
が該者１者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項）

同種の他の契
約の予定価格
が類推される
おそれがある
ため公表しな
い。

138,820,000 -

将来の統合防空ミサイル防衛にお
ける通信システムの検討役務
１件

支出負担行為担当官
防衛装備庁長官官房
会計官付経理室長
木暮　聡
東京都新宿区市谷本
村町５－１

R6.5.17

株式会社三菱総合研
究所
東京都千代田区永田
町２－１０－３

6010001030403
企画競争を実施した結果、該者の企画が優れてい
たため。
（会計法第２９条の３第４項）

78,414,600 78,414,600 100.0%

再就
職の
役員
の数

公益法人の場合

備考

公共調達の適正化について（平成18年８月25日付財計第2017号）に基づく随意契約に係る情報の公表（物品・役務等）
及び公益法人に対する支出の公表・点検の方針について（平成24年６月１日　行政改革実行本部決定）に基づく情報の公開

物品役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名
並びにその所属する
部局の名称及び所在

地

契約を締結
した日

契約の相手方の商号
又は名称及び住所

法人番号
随意契約によることとした会計法令の根拠条文及

び理由
（企画競争又は公募）

予定価格 契約金額 落札率

付紙様式第４



公益法人
の区分

国所管、
都道府県
所管の区
分

応札・応
募者数

再就
職の
役員
の数

公益法人の場合

備考

公共調達の適正化について（平成18年８月25日付財計第2017号）に基づく随意契約に係る情報の公表（物品・役務等）
及び公益法人に対する支出の公表・点検の方針について（平成24年６月１日　行政改革実行本部決定）に基づく情報の公開

物品役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名
並びにその所属する
部局の名称及び所在

地

契約を締結
した日

契約の相手方の商号
又は名称及び住所

法人番号
随意契約によることとした会計法令の根拠条文及

び理由
（企画競争又は公募）

予定価格 契約金額 落札率

付紙様式第４

１２ｍ落下試験役務（１２式地対
艦誘導弾能力向上型用）
１件

支出負担行為担当官
防衛装備庁長官官房
会計官付経理室長
木暮　聡
東京都新宿区市谷本
村町５－１

R6.5.17
三菱重工業株式会社
東京都千代田区丸の
内３－２－３

8010401050387

１２式地対艦誘導弾能力向上型の火工品（ブース
タ）及び１２ｍ落下試験についての専門的知識及
び技術が必要不可欠であり、上記を資格要件とし
て公募を実施した結果、応募者が該者１者のみで
あるため。
（会計法第２９条の３第４項）

同種の他の契
約の予定価格
が類推される
おそれがある
ため公表しな
い。

457,160,000 -

将来のスタンド・オフ防衛に係る
装備品等に関する調査研究
１件

支出負担行為担当官
防衛装備庁長官官房
会計官付経理室長
木暮　聡
東京都新宿区市谷本
村町５－１

R6.5.20

株式会社三菱総合研
究所
東京都千代田区永田
町２－１０－３

6010001030403
企画競争を実施した結果、該者の企画が優れてい
たため。
（会計法第２９条の３第４項）

63,439,200 63,439,200 100.0%

令和６年度における誘導弾用の構
成品（燃料タンク）に係る製造態
勢の改善に係る検討役務
１件

支出負担行為担当官
防衛装備庁長官官房
会計官付経理室長
木暮　聡
東京都新宿区市谷本
村町５－１

R6.5.20
株式会社フジワラ
愛知県北名古屋市六
ツ師女夫越１

3180001052152

１２ＳＳＭ用のＣＦＲＰを用いた燃料タンクの開
発・製造及び試験等の実施について必要な知識、
技術が必要不可欠であり、上記を資格要件として
公募を実施した結果、応募者が該者１者のみであ
るため。
（会計法第２９条の３第４項）

同種の他の契
約の予定価格
が類推される
おそれがある
ため公表しな
い。

192,738,700 -

長期運用型ＵＵＶ技術の性能確認
試験に係る準備計測撤収作業役務
（その１）
１件

支出負担行為担当官
防衛装備庁長官官房
会計官付経理室長
木暮　聡
東京都新宿区市谷本
村町５－１

R6.5.20
三菱重工業株式会社
東京都千代田区丸の
内３－２－３

8010401050387

長期運用型ＵＵＶ技術（その１）及び（その２）
の研究試作の構造、設計、製造及び運用に関する
専門的知識が必要不可欠であり、上記を資格要件
として公募を実施した結果、応募者が該者１者の
みであるため。
（会計法第２９条の３第４項）

同種の他の契
約の予定価格
が類推される
おそれがある
ため公表しな
い。

251,900,000 -

車両搭載高出力レーザ実証装置
（協調対処用）（搭載部）のため
の搭載部サポート治具の製造
１式

支出負担行為担当官
防衛装備庁長官官房
会計官付経理室長
木暮　聡
東京都新宿区市谷本
村町５－１

R6.5.20
三菱重工業株式会社
東京都千代田区丸の
内３－２－３

8010401050387

車両搭載高出力レーザ実証装置の研究試作の機
能、性能及び構造に関する知識及び技術が必要不
可欠であり、上記を資格要件として公募を実施し
た結果、応募者が該者１者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項）

同種の他の契
約の予定価格
が類推される
おそれがある
ため公表しな
い。

15,889,500 -

令和６年度における誘導弾用の構
成品（弾頭等）に係る製造態勢の
改善に係る検討役務
１件

支出負担行為担当官
防衛装備庁長官官房
会計官付経理室長
木暮　聡
東京都新宿区市谷本
村町５－１

R6.5.21

ダイキン工業株式会
社
大阪府大阪市北区梅
田１－１３－１

8120001059660

１２ＳＳＭ及び対戦車誘導弾の構成品である弾頭
を用いた構成品の開発・製造及び試験等の実施に
ついて必要な知識、技術が必要不可欠であり、上
記を資格要件として公募を実施した結果、応募者
が該者１者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項）

同種の他の契
約の予定価格
が類推される
おそれがある
ため公表しな
い。

145,620,200 -

水中音響通信模擬装置等の製造
1式

支出負担行為担当官
防衛装備庁長官官房
会計官付経理室長
木暮　聡
東京都新宿区市谷本
村町５－１

R6.5.24
日本電気株式会社
東京都港区芝５－７
－１

7010401022916

競争に付した結果、予定価格の制限に達した者が
いないことにより再度入札を行ったが、落札者が
いなかったため。
（会計法第２９条の３第５項、予決令第９９条の
２）

同種の他の契
約の予定価格
が類推される
おそれがある
ため公表しな
い。

98,252,000 -



公益法人
の区分

国所管、
都道府県
所管の区
分

応札・応
募者数

再就
職の
役員
の数

公益法人の場合

備考

公共調達の適正化について（平成18年８月25日付財計第2017号）に基づく随意契約に係る情報の公表（物品・役務等）
及び公益法人に対する支出の公表・点検の方針について（平成24年６月１日　行政改革実行本部決定）に基づく情報の公開

物品役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名
並びにその所属する
部局の名称及び所在

地

契約を締結
した日

契約の相手方の商号
又は名称及び住所

法人番号
随意契約によることとした会計法令の根拠条文及

び理由
（企画競争又は公募）

予定価格 契約金額 落札率

付紙様式第４

潜水艦用主蓄電池の製造態勢の拡
充に関する検討役務
１件

支出負担行為担当官
防衛装備庁長官官房
会計官付経理室長
木暮　聡
東京都新宿区市谷本
村町５－１

R6.5.27

株式会社ジーエス・
ユアサテクノロジー
京都府福知山市長田
野町１－３７

4130001041539

潜水艦用主蓄電池の設計、製造及び維持整備に関
する専門的知識、技術及び経験が必要不可欠であ
り、上記を資格要件として公募を実施した結果、
応募者が該者１者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項）

同種の他の契
約の予定価格
が類推される
おそれがある
ため公表しな
い。

75,350,000 -

将来インターセプターの調査検討
役務（その３）
１件

支出負担行為担当官
防衛装備庁長官官房
会計官付経理室長
木暮　聡
東京都新宿区市谷本
村町５－１

R6.5.27
三菱重工業株式会社
東京都千代田区丸の
内３－２－３

8010401050387

日本国法人であり、誘導弾について設計、製造及
び試験の能力を有すること及びミサイルを滑空段
階にて迎撃するための誘導弾システムについて知
見を有し、特に滑空段階の高度における誘導弾の
姿勢制御技術及び耐熱性に関する知見が必要不可
欠であり、上記を資格要件として公募を実施した
結果、応募者が該者１者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項）

同種の他の契
約の予定価格
が類推される
おそれがある
ため公表しな
い。

56,749,000 -

ＳＰＥＥＤＡ　Ｒ＆Ｄ等の調達
１件

支出負担行為担当官
防衛装備庁長官官房
会計官付経理室長
木暮　聡
東京都新宿区市谷本
村町５－１

R6.5.29

株式会社ユーザベー
ス
東京都千代田区丸の
内２－５－２

1010001230222
本役務の提供が可能な者は、該者１者のみである
ため。
（会計法第２９条の３第４項）

12,639,000 12,639,000 100.0%

令和６年度における誘導弾用の構
成品（慣性装置）に係る製造態勢
の改善に係る検討役務
１件

支出負担行為担当官
防衛装備庁長官官房
会計官付経理室長
木暮　聡
東京都新宿区市谷本
村町５－１

R6.5.30

多摩川精機販売株式
会社
東京都大田区新蒲田
３－１９－９

5100001023324

１２式地対艦誘導弾能力向上型の構成品として使
用されている慣性装置を用いた構成品の開発・製
造及び試験等の実施について必要な知識、技術が
必要不可欠であり、上記を資格要件として公募を
実施した結果、応募者が該者１者のみであるた
め。
（会計法第２９条の３第４項）

175,318,000 175,089,200 99.8%

工数審査役務
１件

支出負担行為担当官
防衛装備庁長官官房
会計官付経理室長
木暮　聡
東京都新宿区市谷本
村町５－１

R6.5.31

株式会社日本能率協
会コンサルティング
東京都港区芝公園３
－１－２２

7010401023055

契約履行に必要となる米国Accenture社の検査要
領等の企業所有資料を利用できることが必要不可
欠であり、本契約への新規参入者を募る公示を常
続的に行っているところ、当該公示への応募者が
該者１者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項）

53,849,400 53,570,000 99.4%

※公益法人の区分において、「公財」は「公益財団法人」、「公社」は「公益社団法人」をいう。
（注）必要があるときは、各欄の配置を著しく変更することなく所要の変更を加えることその他所要の調整を加えることができる。


